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政令第２１条第７項に該当するファイル

■有　　□無
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17

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

佐賀県市町総合事務組合総合事務課

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称 退職手当処理システム

行政機関等の名称 佐賀県市町総合事務組合

個人情報ファイルの利用目的 退職手当の支給に関すること

記録項目

１市町村等名、２職員番号、３職名・任用の種別、４氏名、５性別、６生年月日、７住所、８
就職年月日、９給料履歴、１０在職履歴。１１前歴、１２休職・停職等履歴、１３退職年月
日、１４退職事由、１５振込口座、１６共済組合貸付償還額、１７退職手当額、１８退職手当
支給年月日

記録範囲 市町村等の常勤の職員となった者

記録情報の収集方法 構成団体及び本人からの提出

要配慮個人情報が含まれる
ときは、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 無

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

名　称　佐賀県市町総合事務組合
所在地　８４０－０８３２　佐賀県佐賀市堀川町１－１

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

無

12 個人情報ファイルの種別

■法第６０条第２項第１号（電子処理ファイル）
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

非該当


